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 このたびの補正予算は、児童発達支援事業所や放課後デイサービス等の利用件

数の増加に対応するため、障害児支援事業費の追加等を行うものです。 

 その結果、歳入歳出それぞれ４億３２１万１千円を追加し、予算総額を 

２５３億９，９１０万４千円とするものです。 

 以下、その大要について御説明申しあげます。 

 歳出予算については、 

 第２款総務費は、市街地におけるツキノワグマ等の指定管理鳥獣対策のため、

市街地指定管理鳥獣出没対策事業費１４８万７千円を計上するのが主なものです。 

 第３款民生費は、障害児の児童発達支援事業所等の利用に対する支援等を行う

ため、障害児支援事業費４，３２０万２千円を追加するのが主なものです。 

 第４款衛生費は、母子保健衛生費国庫補助金に係る過年度の剰余金返還のため、

母子保健指導事業費１２６万８千円を追加するものです。 

 第６款農林水産業費は、さくらんぼの加温栽培及び無加温栽培を行う農業者に

対する結実確保対策支援等を実施するため、果樹園芸作物等生産振興対策事業費 

１，１７４万４千円を追加するのが主なものです。 

 第７款商工費は、寒河江中央工業団地内に社屋を移転新築する事業者に対し、

山形県と協調して必要な資金に係る融資の円滑化を図るため、商工業資金融資 

円滑化事業費７，８５３万４千円を追加するのが主なものです。 

 第８款土木費は、チェリーランドに新設した情報発信複合施設に係る管理経費

等の増加に対応するため、公園管理事業費２０６万円を追加するものです。 

 これらの歳出予算に対する歳入については、 



国庫支出金１億２２９万８千円、県支出金５，４５８万３千円、 

繰越金１億６，１０９万６千円、諸収入７，８５３万４千円、市債６７０万円 

を追加し、対応することとしました。 

 第２表債務負担行為補正については、まちなみ景観形成事業ほか８件を追加す

るものです。 

 第３表地方債補正については、中心市街地活性化センター整備事業債を追加す

るものです。 

 以上、補正予算の大要について御説明申しあげましたが、よろしく御審議のう 

え御可決くださるようお願い申しあげます。 


